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４．面談記録

打合せ記録（JICAペルー事務所）

日　時：2003 年８月 12 日（火）9:30 ～ 11:00

場　所：JICA ペルー事務所

参加者：

　〈相手側〉

JICA ペルー事務所：筧所長、三義所員、在ペルー日本国大使館：森一等書記官

　〈日本側〉

調査団：内山団長、甲斐団員、山崎団員、柴田団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．ペルーの一般概況

　日系人の社会的プレゼンスにより親日的な国柄といえる。問題であった治安、安全確保の問題

も１月の安全対策ミッションで一応のけりがつき、このたびの予備調査実施に至った。

　リマ地区の立ち入り禁止地区は解除される方向であり、一部の犯罪遭遇危険地区のような、ペ

ルーに限らないスポット的な要注意地区は残るが、従来の面的な危険地区指定というよりは、点

的な危険地区の指定の方向に変わってきている。

２．日本によるプロジェクト提案

　日本側が膠着状態にあるなかで、外国からの援助攻勢が見られる。例えばリマ市長Castaneda氏

の選挙公約絡みの交通対策調査の要請に対し、米州開発銀行（IDB）が日本ファンドスキームで

乗り込む動きや、昨年行った観光開発レポートの成果を英国が利用する動き等があった。国際協

力銀行（JBIC）も含め日本側の協力関係は良好と考えられ、日本資金で調査からプロジェクト実

現までを何とか実現させたい。

　リマク川の日－秘友好橋プロジェクトについては、コスト的に無償案件に乗せられなくなり中

断状態にある。本プロジェクトについては今回調査で再度位置づけができればよい。

３．本案件の方向性

　ペルー独自のプロジェクト構想があり、それらとの整合性を考える必要がある。リマ市側の意

向を配慮しつつ調査の組み立てを検討し、有効な調査とすることが重要。リマ市側の新しい案件

にはリマ市貫通道路計画や都市鉄道線の延伸構想などがある。なお、鉄道線は一部完成している
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が、現在のところ試運転段階にとどまっている。

　しっかりした枠組みによる調査を行い、プロジェクト提案に活用できることが重要であり、具

体的には調査の落とし所を想定し、調査の組み立てを工夫する。プロジェクト選定に際しては、

定量的な分析を優先する等が考えられる。

４．本案件推進に向けた課題

・マスコミ対策の考慮：これまでマスコミに対する態度は抑制気味に終始しているが、今後は

本案件の PR も考える必要がある。今回ミッションで考えることではないとしても、日本が

ペルーを見捨てていない印象をアピールすることが重要である。

・技術移転：技術移転の対象者をだれにするか、リマ－カヤオ交通審議会（CTLC）やリマ市

のテクノクラートのみでなく、大学又はその関係者まで対象の輪を広げていくことも重要。

・住宅省（MVC）：マスタープラン（M／ P）検討上、住宅供給等の将来計画把握が重要であ

るのに対し、行政機構改定により運輸通信省（MTC）とMVC が分離したため、その種の情

報をどのように補強するかが課題となろう。ステアリングコミッティにMVCメンバーを加

えるか、個別に関係先とのヒアリングをする等の方法を考える。

５．その他

・住民非識字率は 15％であり、選挙におけるピクトグラム使用などの状況から交通アンケート

でも考慮する必要があるかもしれない。

・治安問題に関して、はテロリストのほか、頻発するデモ行動に巻き込まれないことが大切で

ある。

以　上
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打合せ記録（国際協力庁：APCI）

日　時：2003 年８月 12 日（火）11:30 ～ 12:00

場　所：APCI（ペルー側援助窓口）

参加者：

　〈相手側〉

Pedro Buitron　Ministro, Gerente de Gestion, Ministerio de Relaciones Exteriores

Luis E. Garcia Ponce　Director de Programa

　〈日本側〉

調査団：内山団長、甲斐団員、山崎団員、柴田団員　JICA ペルー事務所：三義所員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

　内山団長より、以下の点を説明した。

・２年以上も本案件がペンディングされていたことは我々としても残念に思っている。

・今回のミッションは本格的にM／P策定を行う前の準備調査だが、本格的な調査では、都市

の成長をにらみながら、30 年程度の長期の計画と５～ 10 年の短期計画の双方を策定する予

定である。

・M／ P策定に際しては、リマ市内の人の動きを極力正確に把握するため、大規模かつ精緻な

交通調査を行うことを予定している。

・M／ Pでは道路・鉄道の整備といったハードの解決策だけではなく、交通需要管理や信号制

御等のソフトの解決策も考案したい。

・また、本調査を通じての、ペルー側への交通調査・計画に関する技術移転を確実に行えるよ

う努めることも重要な点である。

　APCI 側からは以下のコメントがあった。

・リマ市の交通計画はペルー政府にとって大きなテーマであり、日本の協力により、問題解決

が図られることを大変期待している。

・リマ市は郊外に向かって拡大中であり、郊外の労働者はリマ市内の工場まで１時間半かけて

通勤することが一般的である。

・混雑の直接的な原因としては、インフォーマルな小型バスの増大、運転モラルの低下、公共

交通機関の無秩序な運行、大量輸送手段としての軌道系交通の欠如などが考えられる。

・本M／Pによって、リマ市の交通問題がハード面、ソフト面の双方から解決されることを望

んでいる。

以　上
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打合せ記録（リマ－カヤオ交通審議会：CTLC）

日　時：2003 年８月 12 日（火）15:00 ～ 17:00

場　所：CTLC

参加者：

　〈相手側〉

MTC（CTLC 技術局事務局長）Dr. Patrick Allemant Florindez（2003 年８月１日赴任）

　〈日本側〉

調査団：内山団長、甲斐団員、山崎団員、柴田団員　JICA ペルー事務所：三義所員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容１：表敬

　調査団長談：本調査団の目的を説明。

　事務局長談：

・本プロジェクトに関する手続きを始めてから４年が経ったが、短・中・長期のプロジェクト

の検討を期待している。

・調査実施のための協力体制は整っている。

・リマ市の内部で都市交通問題の解決に向けてよく動いてくれている。

内容２：プレゼンテーション

　参加者：

　　〈相手側〉

・CTLC：Arq. Roberto Zamalloa Cardenas、Dra. Blanca Guerrero Rodriguez、Arq. Harry Max

Leon Cano、Sr. Patrick Aucmaut F

・リマ市都市交通局（DMTU-MML）：Ing. John Romero C

・カヤオ市都市交通局（DGTU-MPC）：Ing. Manuel Coz Miraval

・運輸通信省計画予算局（OPP-MTC）：Eco. Adrian Lazo

・リマ市都市計画局（IMP）：Ing. Guillermo Tamayo

・リマ市高速バス公社（PROTRANSPORTE）：Arq. Fernando Perera

・リマ－カヤオ大量輸送軌道自治公社（AATE）：Ing. Javier Cornejo、Eco. Luis A Martell

Agusti

　　〈日本側〉

        調査団：内山団長、甲斐団員、山崎団員、柴田団員　JICAペルー事務所：三義所員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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○ CTLCの概要、計画の説明

　Ing. John Romero C（DMTU-MML）がパワーポイントを使用し説明。

　なお、後日その CDは調査団に渡されることになる。

　主要な項目を以下に示す。

　・メンバー

　　運輸通信省（MTC）

　　経済財務省（MEF）

　　ペルー国家警察（PNP）

　　リマ市（MML）

　　カヤオ市（MPC）

　・目　的

　・機　能

　・リマ－カヤオ交通M／ P

　　リマ－カヤオの現状

　　立体交差計画

　　環状道路計画

　　鉄道計画

　　日－秘友好橋

　　バスターミナル計画　

　　その他Consejo Nacional Del Ambiente への支援　等

○ JICA 調査団（内山団長、甲斐団員）による調査団の目的等の説明。

○CTLCの見解

・今回の調査団派遣まで２年以上経ったことは、日本以上に残念に思っている。

・1989年に調査を実施し、その後少しずつアップデートしてきたが、もっと信頼できる調査を

して必要なプロジェクトの優先づけを行いたい。

・本調査団に対して、できる限りの協力を行い、実施細則（S／W）の署名にもっていきたい。

以　上
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打合せ記録（世界銀行ペルー事務所）

日　時：2003 年８月 13 日（水）17:00 ～ 17:30

場　所：世界銀行ペルー事務所

参加者：

　〈相手側〉

Mrs. Andrea Silvena、 Mr. Oswaldo Patino Garrido

　〈日本側〉

調査団：内山団長、甲斐団員、山崎団員、柴田団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

○調査団（内山団長）による本調査団の目的等の説明

○世界銀行によるCTLC の組織との対応

・CTLC は技術者不足。カウンターパートは CTLC だけでは整わないだろう。

・したがって、世界銀行、IDB はリマ市へのアプローチを行ってきている。

・フジモリ政権時代には、技術者等、適材適所の配置を行っていたように感じている。

・Insutitutional Problem が多いので注意をする必要がある。

○調査団としてはペルーの若いテクノクラートに対する育成の必要性を説明

以　上
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打合せ記録（米州開発銀行：IDB）

日　時：2003 年８月 18 日（月）9:00 ～ 10:00

場　所：IDBペルー事務所

参加者：

　〈相手側〉

Mr. Juan Manuel Mayorga

　〈日本側〉

調査団：内山団長、甲斐団員、山崎団員、柴田団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

○調査団側

・内山団長による本調査団の目的等の説明、及び調査協力のお願い

・甲斐団員による本調査 M ／ P の概要説明

・調査団の質問：

①　IDB によるバス専用道路の延長計画について

②　他の実施中あるいは計画中のプロジェクトについて

③　その他一般的事項について

○ IDB側

・開発途上国での仕事をするうえでは、各エージェントとの関係における十分な調整が必要で

ある。

・世界銀行とラピッドバスシステム計画を進めている。このプロジェクトの財源は、IDB／世

界銀行／リマ市で、１億 3,500 万米ドルを捻出している。期間は 48 か月である。

・バスシステム計画にはリマ市の組織強化と都市交通の運営強化を含んでおり、詳細はリマ市

で分かる。

・リマ市長との間でサインした内容は：

①　クリーン燃料技術の導入計画　15 万米ドル

②　リマ市都市交通設計、特に信号化の問題（立体交差化計画については、この調査を通じ

て検討することもある）　45 万米ドル

③　北部トルヒーヨ（Trujillo）市の都市交通計画

・鉄道計画については、融資の計画もなく、要請もない。４か月前にドイツ政府が鉄道を完成

させたいという意向を示した経緯はある。
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・コンサルタントからバスシステム計画が最も便益があるという検討結果を得ていることと、

キトー、ボゴタ、クリチバでの同じような経験を生かしたいと考えている。

・トロリーバスの導入計画はない。

・来年８月に天然ガスがリマ、カヤオに届くので、家庭用だけでなく、バスにも導入したい。

しかし、導入に際しては、組織や法規等の問題がある。

・車検制度については、一時期導入されていたが汚職の問題で廃止された経緯がある。しか

し、今後検討が必要である。

・CTLC は、方針、法規は十分なため交通の効率的な運営はできるはずである。しかし、交通

規制の実施ができない弱点がある。

・住宅に関する融資は、この６月にペルー政府との間で決まり、４つのタイプの住宅について

融資する。

①　補助金制度

②　インフラ整備がされている土地の供給

③　既存の貧しい住宅の改善

④　住宅不足のためハウジンングセクターの方針の強化

以　上
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打合せ記録（CTLC）

日　時：2003 年８月 19 日（火）9:30 ～ 12:30

場　所：CTLC

参加者：

　〈相手側〉

CTLC 関係者

　〈日本側〉

調査団：山崎団員、柴田団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．道路維持管理について

　国道、州道等の道路区分があり、メンテナンスのための組織が設けられている。組織運営財源

は、県からの資金＋ガソリン税＋各種料金収入から成り立つ。

　CTLCで問題視しているのは、路側駐車から料金を得ているが、そのすべてが管理運営する民

間企業を経由して区役所の収益となっており、道路維持財源等に回っていない点である。

２．人口等の台帳整備状況

①　正確な人口集計については、1993 年が最新のセンサスであり、INEC（統計局）で所管す

る。住民台帳のような日本型制度はないが、リマ市都市計画局（IMP）で類似データを所持

している可能性はある。

②　センサスでは、日本と異なり、通勤着地側の従業人口集計はない。その理由は、長期雇用

する傾向がなく、すぐに職を変わるのが一般的であるからである。ただし IMP でその種の

データを整理している可能性がある。

③　その他の台帳に関し、税務目的の土地台帳的なものと、18歳以上の国民を対象とする選挙

権登録のための台帳が存在するが、秘匿性が高い。また選挙台帳は現住所の正確さにおいて

問題点がある（更新がない）。

３．土地利用関係

①　現状土地利用については、具体的なものは IMP で所持しているはずである。

②　土地利用規制については、最近制度変更され使用許可基準等が変わってきている。基本的

に土地利用計画はリマ市に 50 区ある区役所が作成し、（zonificacion）内容を IMP で審査す

ることが原則になっている。ただし、現実には財政的に独立した富裕な自治体はIMP審査の
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事務手続きの遅れを嫌い、勝手に計画決定することが実情となっている。

③　用途地域計画に関しても、上記と同様の事情にあると考えられる。

④　これらに関し問題と考えるのは、区役所スタッフの技術能力不足、公選で選ばれない区助

役が権限をもつことにある。

４．区役所行政サービス

①　区役所の歳入は直接税、料金である。

②　区役所の業務は汚物・廃棄物処理、市場、公園、都市計画関係の諸業務から成り立つ。

５．交通調査

①　かつての交通調査については、PROTRANSPORTE で情報を有すると思われる。

②　台帳に代わるものとしては、水道局、電気会社の台帳を利用し、人口及びサンプルを抽出

する方法も考えられる。

③　郊外の大規模スラム地区の情報は、個人属性がほぼ似通っているため、代表サンプルで済

ませられる可能性は大きい。

以　上
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打合せ記録（カヤオ市表敬）

日　時：2003 年８月 19 日（火）12:00 ～ 13:00

場　所：カヤオ市役所

参加者：

　〈相手側〉

カヤオ市 Alexander KOURI 市長

CTLC：Harry Max Leon Cano、Ing. Jose Chanamé Zapata

　〈日本側〉

調査団：甲斐団員、山崎団員、柴田団員　JICA ペルー事務所：三義所員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

　調査団より、予備調査の目的、内容、本格調査の大枠について説明のあと、意見交換を行った。

主な内容は以下のとおり。

１．カヤオ市における交通の課題

　カヤオ市は、独自に民間へのコンセッション契約を利用しつつ、信号等の交通管制施設の整備、

道路の高規格化等を推進している。しかしながら、交通需要の増大に対して、大量交通手段が存

在しないことが大きな問題である。また、インターモーダルな交通システムをリマ市と連携しつ

つ構築する必要がある。

２．統一的なAuthority の必要性

　様々な交通課題が存在するなかでは、リマ市とカヤオ市を連結させた形で首都圏全体について

の対策を計画・実施していく必要がある。現在は様々なAuthority が自らの判断で交通プロジェ

クトを立案、実施している状態であり、十分調整されていない。強力なリーダーシップを有する

強いAuthority が必要である。一方で、プロジェクトの計画・実施は科学的かつ客観的な判断の

下に行わなければならず、そのためにも、本調査で科学的かつ客観的な判断材料を作成すること

は、非常に重要だと考える。

以　上
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打合せ記録（リマ市表敬）

日　時：2003 年８月 19 日（火）17:00 ～ 17:30

場　所：リマ市役所

参加者：

　〈相手側〉

リマ市　市長顧問　Martin B Castro

交通委員会委員長　Virgilio A Peralta

　〈日本側〉

調査団：甲斐団員、山崎団員、柴田団員　JICA ペルー事務所：三義所員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．儀礼交換

　リマ市より、調査団歓迎と、市長が公務のため欠席するが、歓迎の意思を言い付かった旨、伝

えられた。また、JICAペルー事務所の日本・ペルー技術協力に対する努力への感謝の意思が述べ

られた。

　調査団から、団長が残念ながら帰国した事情、今回ミッションの目的、S／W調印に関する状

況の説明を行った。さらに、今後３週にわたり残った人員による情報収集を行うこと、本格調査

の予定について補足した。

２．M／ Pについて

　リマ市から、M／Pの検討範囲について、既往のドイツの検討では、高速バス＋都市鉄道のみ

で自転車・歩行者など非機関利用の交通体系に関する議論が不足しており、日本側のM／Pでは

この部分も含めた検討を願いたいとの要望があった。また、リマ市で実施した関連調査データの

活用を図る点、信号・標識に関する調査に付言された。

　これに対し日本側は、CTLC での議論を通じ、首都圏で様々な検討が行われてきたが定量的、

総合的なアプローチが不足している点が確認できたこと、この状況を受けM／Pではまず首都圏

住民の日常の動きを把握し、次に科学的評価を踏まえた交通管理、歩行者、交通政策・制度を見

据えた総合的な対策を提言していく旨、回答した。

３．日本・ペルー協力について

　リマ市より、交通対策では計画と同時に資金の問題がポイントであると考えていること、その

関係でこの機会に日本からの民間投資が活発になることへの期待、信号、教育等様々な分野でリ
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マ市都市交通に関心をもつ戦略的パートナーの参加に期待していると発言があった。

　調査団から、現時点では民間投資家の可能性までは言及できないが、JBICなど日本の国際協力

の枠組みでの可能性はあり、JICAはその橋渡しをできることを強調した。

　また、民間投資によるコンセッションの事例が多いように思われるが、リマ市が借り入れての

プロジェクト実施の可能性はないか打診した。

　これに対し、リマ市は国際的な融資を受けることは可能であるが、市側としては民間投資を含

む汚染者負担の原則（PPP）の形態が望ましいと考えており、固形廃棄物プロジェクト、周辺道

路プロジェクト等に適用されているとの回答があった。

　調査団は、M／Pでは各プロジェクトにどのようなファイナンスが適当かの検討も含んでおり、

例えば高所得層に対する鉄道等ではコンセッションが妥当であるが、周辺地域の貧困層に対する

プロジェクトでは市による借款事業が適切といった整理ができると思う。いずれにしろ具体的に

日本人投資家を斡旋することは難しく、今後M／ Pのセミナー等を通じて関心を高めていきた

い、とした。

４．終わりに

　リマ市から、様々な配慮を頂き感謝する、我々はこれから情報提供と関係者の紹介を積極的に

行いたい、との発言があった。リマ市は日本側調査に対し絶えず扉を開いており、日本の技術協

力に前向きに取り組んでいく所存であることを表明し、会議を終えた。

以　上
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打合せ記録（運輸通信省：MTC）

日　時：2003 年８月 21 日（木）10:00 ～ 11:00

場　所：MTC

参加者：

　〈相手側〉

MTC：Ing.Luis Negron Berrillos（運輸通信省社会環境部）

CTLC：Ing.Jose Chanamé Zapata

　〈日本側〉

調査団：柴田団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

・社会環境部は管理部と評価部に分かれる。

・空港、港湾、道路（国道）に関するプロジェクトを実施している。

・MTCVC（運輸通信住宅建設省）時代には環境部門のセクションはなかった。2001 年に MTC

と MVC に分かれ、2002 年に環境部門が設立された。

・国道と市管轄の道路との評価の食い違いについては、国家環境委員会（CONAM）が最終的

な調整を行う。

・2002 年４月 20 日にペルー全国環境法令（LEY No.27446）が改定された。

・1999 年５月 20に土地収用法（LEY No.27117）が改定された。ペルーはもともと土地は国有

地という考えに基づいているため、住民移転等においては裁判で解決することはあるが、大

きな問題になったことはない。また、土地評価は土地評価委員会（CONATA）が実施する。

・以前、地方部の国道建設において住民を他地域に移転させたとき、約２年間、心理学者を投

入して地域への慣れに対する指導を行ったことはある。

以　上
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打合せ記録（リマ市都市計画局：IMP）

日　時：2003 年８月 21 日（木）11:00 ～ 13:00

場　所：IMP

参加者：

　〈相手側〉

IMP：Guillermo Tamayo

CTLC：Harry Max Leon Cano

　〈日本側〉

調査団：山崎団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．IMPからのM／ Pへの要望

　来年１月以降に着手されるM／Pにより、定量的、客観的交通データが得られることに期待し

ている。IMPが強調したい点は、交通計画と都市計画は一体的に検討されるべきであり、IMPが

担当する都市計画、人口予測等の調査実績、能力が活用できるはずである。

　IMPは土地利用計画局、交通・道路局、社会経済局、事業局から成り、M／Pへの支援を効果

的に実施できる。部内には外部から受託調査を行う部局もあり、M／Pにおける実働部隊として

参加できる余地もある。

２．人口分布データ

　交通調査の際に必要な情報となる人口データについては、既往のコリドー調査の際にミクロ、

マクロセクター別人口が調査されているが、そのアップデートには影響要因が多く、簡単でない。

IMPではそのための解析データ等があり、来年調査団がペルーを訪問したときに協力できる可能

性はある。そのため調査団のタームズ・オブ・レファレンス（TOR）を把握し、IMPとしての対

処方針を固めておきたい。

３．Origin-Destination Survey（OD）関係データ

　過去のODを含む交通調査資料はIMPにもある。1996年に、当時CTLCの前身であった機関と

協力し、1988 年、ODのアップデートを行った。その他、1997 ～ 1998 年にAATEが ODのアッ

プデートを行ったが、これも1988年ゾーンによるデータと聞いている。AATEは 1988年ゾーン

を細分化している。

　各ODの内容比較は戦略計画調査報告書のなかで言及されているが、いくつか矛盾点が発見さ
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れ信頼性に疑問が出ている。

　関連してIMPでは、1999～ 2000年に交通モデル研究を行い、リマ市における新ゾーニングを

設定し、交通予測モデルVISMOに合わせたチューニングを行い、データベースを確立した。た

だし、ODデータだけがない。

　PROTRANSPORTEはAATEゾーンODを修正して用いている。ただし、そのゾーニングにつ

いては多くの議論があり、日本のM／Pにおいて統一されたゾーニングができるとよいと考えて

いる。

４．土地利用情報

　将来土地利用について、2010年までの計画を提案している。また、新市街地調査ではDistrito

単位の提案もした。INEIが行った1999年の予備センサス調査に関連し、住宅のサンプリング調

査だけを検討した。

　INEIでも土地利用データがあり、1996～ 1997年調査で店舗、工場、事務所の立地状況に関す

るリストをもつと聞いている。

５．危険地域に対する調査

　現場にはペルー人を活用することで、調査上のリスクは避けることが可能である。学生グルー

プを利用することもよいであろう（例えばペルー国立工科大学）。リマ、カヤオでは警察の協力

を得ながら実施できる。住民の協力を得るうえでは、広報が重要。先日Mr. Arroyaと話をしたが、

彼の談として住民組織の代表を調査に参加させることが効果的とのことだった。

６．その他

　通常の交通量調査は、1997年に40か所の調査を行った。AATE、PROTRANSPORTEでもデー

タがあるはずである。交通流図は戦略計画レポートに掲載されているはずなのでチェックしてお

くとよい。

以　上
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打合せ記録（国家環境委員会：CONAM）

日　時：2003 年８月 21 日（木）15:00 ～ 17:00

場　所：CONAM

参加者：

　〈相手側〉

CONAM：Dr. Maria Paz Cigaran

CTLC：Ing. Jose Chanamé Zapata

　〈日本側〉

調査団：柴田団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

・CONAM は首相直属の機関である。

・CONAM はペルー全国の環境問題に関する管理／指導を行う機関である。

・CONAMは以下の３冊の法令を出しているが、最終的なものは今年12月に出る予定である。

①　LEY DEL SISTEMA NACIONAL DEEVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL　

　LEY No.27446(23 DE ABRIL DE 2001)

②　PROGRAMA ANUAL 2001 PARA ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECAS)

　Y LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES(LMPS)  (JULIO 2001)

③　LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES CONTAMINANTES　PARA

VEHICULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULEN EN LA RED VIAL (DICIEMBRE 2001)

・住民移転の問題については、通常市町村が解決した結果を、CONAMが管理／指導を行って

いる。

以　上
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打合せ記録（リマ市高速バス公社：PROTRANSPORTE）

日　時：2003 年８月 22 日（金）10:00 ～ 12:00

場　所：PROTRANSPORTE

参加者：

　〈相手側〉

PROTRANSPORTE：Rómulo Chinchay Romero、Fanny B. Eto Chero

CTLC：Harry Max Leon Cano

　〈日本側〉

調査団：山崎団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．組織について

　2002年３月に設立され、マストランジット（バス）計画、専用バス道路計画・設計、運行計画を

担当する部署である。現在は専用バス交通計画（Corridor Segregadoas de Alta Capacidad：COSAC）

プロジェクトの実施中であるが、将来はオペレーションにもかかわっていく可能性はある。

　組織構造に関してはホーム・ページを参照すること。

２．COSACプロジェクト

　1970年ごろにも類似プロジェクトがあった。基本モデルはコロンビア、ボゴタ市の“トランス

ミレニアム”プロジェクトである。

　ルートは南部のアラメダスル通りから北部トパクアマル通りまでを連絡し、途中は専用バス

レーンを利用する。

　既存バスルートとの調整は、幹線＋フィーダー方式を基本に行いたい。当然、バスルート再編

成が課題となってくるが、ボゴタのケースを見ると可能性はあると信じている。バス車両は幹線

部分では連接型、フィーダーは在来型を使用する。停留所ではプラットフォームを用いた同一レ

ベル乗降方式とする。また、運賃収受はプリペイド方式を用いて、乗降時間短縮による表定速度

向上を図る。

　事業手法はコンセッション方式であり、国がインフラ投資し、オペレーターが車両、保守・留

置施設の投資を負担する。その性格上、バス運賃収入＞運行費用であるのが条件となる。

　バスを大量輸送に選択した主な理由は経済的なものである。リマ市は鉄道も必要としているが、

高いイニシャルコストを負担する能力がない。人口規模からみた輸送容量不足の懸念を質問した

が、同バスシステムは80万人／日の輸送能力を有し、リマ市の市街地人口密度は120人／haで、
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高い密度ではない点を強調された。

　また、本プロジェクトのフィージビリティ調査（F／ S）については、リマ市議会、MEFの承

認を得ており、技術面のオーソライズは得られた。現在、資金面の承認待ちであり、予定では2004年

１月には公示を開始したい。なお世界銀行及び IDBの Disburse が認められる予定である。

３．その他の業務

　市議会内の調整委員会により、PROTRANSPORTE、AATE、DMTU相互間の役割分担が指示

され、PROTRANSPORTEがDMTUに助言し、バスルート調整を実施する動きのなかで各自治体

ごとの交通政策方針の重要性が増しており、関係条例整備などの面でMTCの支援が重要になっ

てきている。

４．需要予測

　予測モデルはAATEのモデルを基本とし、1993年ベースODを基に経済指標を用いた平均成長

率法による推計で、公共交通＋自家用車に関するODマトリックスが得られている。需要予測に

は Trans CAT システムを用いた。

　JICA のM／ P 調査に期待したい点は、①土地利用のアップデート、②モーダルスプリット、

③ゾーニングの統一、である。

以　上
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打合せ記録（PROTRANSPORTE、環境関連）

日　時：2003 年８月 22 日（金）15:00 ～ 16:00

場　所：PROTRANSPORTE

参加者：

　〈相手側〉

PROTRANSPORTE：Mr. Arnold Millet（環境担当）

CTLC：Arq. Roberto Zamalloa Cardenas

　〈日本側〉

 調査団：柴田団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

・リマ市長直属の組織で、１年半前に設立された。

・現在バス関係の指示／指導／資金管理の業務を行っているが、将来は自動車交通全体につい

ての業務を行う予定である。

・バス交通は、一般自動車交通に比較して環境には有利な交通手段である。バスプロジェクト

の実施によって、乗用車からバスへの転換や、バスに係る道路整備と同時に、緑地も整備す

るなどの効果がある。

・リマ－カヤオ首都圏におけるバス交通ルートとしては、200～ 250kmの整備が必要となり、

250 台のバスの新規導入を行う計画がある。

・また、天然ガスの導入も考えている。

・現計画40km程度の区間には、日本のような自動改札式の駅を造ることを考えている。また、

大気汚染の定点観測（３か所程度）の計画がある。

・年間の自動車増加分の 80％が中古車で、その 85％が日本車である。

・1984 年には車検制度があったが、賄賂問題で廃止された。

以　上
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打合せ記録（MTC）

日　時：2003 年８月 25 日（月）9:00 ～ 10:30

場　所：MTC（陸上交通局：DGCT）

参加者：

　〈相手側〉

DGCT：Lic. Cesar Morales Castro

　〈日本側〉

調査団：山崎団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．組織について

　交通に関する許可を主務とし、国内・国際分野での貨物、旅客輸送を担当する。国内輸送は全

国を対象とし、都市間輸送、地方相互間の輸送を担当している。これにはリマ県内の旅客輸送許

可も含む。

　ルート／会社／車両等の路線許可基準の根拠法は、2001年４月25日交付の官報を参照してほ

しい。

　MTCの全体組織構造はMTCの公式ホーム・ページに表示されている。

　リマ市内の都市間バスターミナルについて質問したところ、MTCで把握しているターミナル所

在地の一覧リストを提供された。リスト外にもインフォーマルなターミナルが３か所ほど存在す

るとのこと。

２．自動車登録

　1996 年まではMTCで自動車登録の受付を行っていたが、1997 年から法務省の管理下にある

SUNARP に移管しており、詳細はそちらで聞くようにアドバイスされた。

　自動車関係税には、①輸入関税、②物品税、③登録税・ナンバープレート税、④地方物品税（新

車のみ３年間）がある。

　ガソリン税は施行されているが、詳しい点はMEFに聞く必要がある。基本的には、①消費税相

当分、②物品税相当分、③車両税、の３つの要素で構成される。

３．交通政策

　分権化の動きのなかで、各自治体ごとの交通政策方針の重要性が増しており、関係条例整備な

どの面でMTCの支援が重要になってきている。
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　自動車抑制の考えについては、例えばリマ市中央広場にはバス、トラックの通過を禁止する措

置や、長距離バスターミナルは郊外に移設する必要性などを感じている。

　なお、現在バスターミナル設置は各バス会社の負担で行われているが、大規模なものに関して

は地方政府が応分負担して整備すべきであると考えられる。

以　上
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打合せ記録（リマ－カヤオ大量輸送軌道自治公社：AATE）

日　時：2003 年８月 25 日（月）16:00 ～ 17:30

場　所：AATE

参加者：

　〈相手側〉

AATE：Ing. Javier Cornejo Arana

CTLC：Harry Max Leon Cano

　〈日本側〉

調査団：山崎団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１． AATE駅計画模型

　リマ市電気軌道の駅部の状況を示す模型、アトコンゴ駅（既設）、ホセ・チャベス駅（計画）は

次のとおりである。

アトコンゴ駅
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２．AATE 実施のOD調査等

　AATEでは1973年、1986年、1997年の３回にわたり、OD調査をベースとする交通量予測、施

設基本デザイン、入札書類作成等にわたる業務を行っており、その成果は多数の報告書として保

管されている。

　このうち、1973年の調査がODの実態調査を基礎とする本格調査であり、その後の調査は社会・

経済指標に基づいてODのアップデートを図ったもののようである。

　1997年版でのゾーニングは全体で551ゾーン、費用便益分析の基礎となる時間価値分析にはロ

グサム変換による行動接近法が用いられ、概略次のような結果が得られている。

ホセ・チャベス駅

トリップ目的 アクセス 乗り換え In Vehicle

通　勤 0.1411 0.1326 0.0259

通　学 0.1384 0.0857 0.0276

買い物・私用 0.1902

その他

全目的 0.4432
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・選択モード利用段階での時間価値が低く、交通機関の価格弾性値が高いことが示されてい

る。

・これに対し、アクセス、乗り換えに対する時間価値が高く、乗り換え・アクセス負担に対す

る抵抗値を相対的に大きく評価するリマ市民の交通行動パターンが想定され、交通システム

代替案検討に際してのひとつの判断要素を示している。

　なお、交通予測モデルはEMMEⅡにデータベースが基準化されており、M／Pでのデータベー

スはこれとの互換性を考えてほしい旨のコメントがあった。

　また、1997年報告書はPortable Document Format（PDF）ファイルで提供されているので、交

通調査検討の際には参考材料となるものと思われる。

以　上
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打合せ記録（リマ市都市交通局：DMTU-MML）

日　時：2003 年８月 26 日（火）10:00 ～ 12:00

場　所：DMTU

参加者：

　〈相手側〉

DMTU：Sr Luis Moya、Sr John Elvis Romero　ほか３名

　〈日本側〉

 調査団：山崎団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．組織について

　リマ市の交通関係を所管し、工事計画、バス路線管理業務が中心である。局長の下に道路交通

部、運輸部があり、前者は信号課、標識課、工事管理課から構成される。

　DMTUでは直接工事に携わることはなく、工事の実施はリマ市有料道路公社（EMAPE）等の

別組織が行う。かつてはリマ市都市整備公社（INVERMET）が担当していた。

　道路計画についての提案そのものは行うが、プロジェクト形成・評価は別組織（IMP）が行っ

ている（最近は IMPに INEVERMETが吸収されたとの見解もある）。

２．道路整備について

　道路整備財源はリマ市の単独予算であり、中央政府からの補助は原則としてない。その権限に

関しては地方条例に規定されている。事業に関しては地方に自由度があり、民間コンセッション

活用、外国資金の導入（中央政府の債務保証で）、国際的なコンセッションなど自由に選択できる。

３．バス路線免許

　バス路線には、DMTUにより路線許可を要する路線と、自由な参入ができる路線の２タイプが

ある。前者では競争入札により参入業者を決定し、後者は路線への参入は自由であり１路線で複

数事業者が重なる例も多い。

　免許は基本的に10年有効である。原則として一定基準を満たす大型車両を保有する事業者しか

許可できない建前であったが、中古車自由化の影響で基準が緩和方向にあり、小型車両も増加し

ている。免許を得た者が、それ自体を他に売買することは禁じられているが、運行業務を第三者

に委託することまでは禁じられていないため、登録業者以外の者がバス運行するケースは多数あ

る。
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　営業実績も契約で３か月ごとの報告が義務づけられているが、約20％程度しか徹底されておら

ず、しかも正確さが不足している（現地サイドは義務の強制は社会問題化すると認識している）。

　今後は、入札に際して組織の実態や車両整備状況を厳密にチェックしたいと考えている。

４．サービス水準／運賃管理

　サービス内容は、契約で一応取り交わされているが、管理が難しく実質的にコントロールでき

ない状況にある（管理に伴うコスト増加も一因）。現在計画されているPROTRASPORTEのルー

トでは管理を原則どおり行う予定であり、その効果がはっきりするはずである。

５．交通規制

　法律により交通規制の権限は市役所に委ねられており、信号施設・標識は市の管理下にある。

ただし交通違反の罰金徴収は警察の役割となっている。

　最近は信号システムの維持管理、道路交通のモニタリングに対し民間コンセッションの活用も

進んできている。また都市内には随所で警察が設置したビデオディスク（VD）モニターが稼働し

ているが、目的は交通監視ではなく、主に一般犯罪摘発のためである。交通監視にも活用される

ことが望ましく、交通規制権限が各機関に分散した実態をインテグレートする提言についても、

今度のM／ Pで検討してほしい。

６．駐車場整備

　建物建築に伴う付置義務駐車施設の設置は、各区（Distrito）の権限下にあり、区により異なる。

かつて施行された例もあり、法的にも機能しているが、実態的には無視された状況にある。

７．参考データ

　バス路線免許に関する分析データとして、バス路線の現状、バス運行の実態データの過去２年

ほどの分が整備されている。主要な路線について、バス乗降者数に関するデータベースが得られ

ている（データ一覧リストを入手）。

以　上
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打合せ記録（DMTU）

日　時：2003 年８月 26 日（火）10:30 ～ 12:00

場　所：DMTU

参加者：

　〈相手側〉

DMTU：Ing. Homberto Changano、Ing. Satiago Podesta（環境担当）

CTLC：Ing. Jose Chanamé Zapata

　〈日本側〉

調査団：柴田団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

・環境協定は京都議定書に基づいている。

・DMTU の環境に対する機能としては、主に自動車の大気汚染の管理である。

・現在、自動車の大気汚染管理のためリマ市ランダムコントロールプロジェクトを準備してい

る（リマ市議会　環境委員会）。

　また、過去に環境回復プロジェクトとして「自動車排気ガス調査」を実施したことがある。

この結果は、市図書館に保管されている。

・2004 年から車検制度の実施に向け、準備している。リマ市全体をカバーするには２年間は必

要である。

・2004 年にはリマに天然ガスが来るので、ガソリンに代わる代替エネルギーの導入を促進する

予定である。

・業者が申請するバス路線の選定にあたっては、環境に対して有利となるルートを選定の条件

にしている。

・環境影響評価については、予算の関係もあり実施していない。

・廃棄物については、輸送ルートの管理も実施している。業者参入には厚生省（MINSA）の下

部組織である生態・環境局（DIGESA）の認可が必要であるが、区役所が独自に認可してし

まうので、業者の 90％がインフォーマルな状況である。

以　上
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打合せ記録（国家環境基金：FONAM）

日　時：2003 年８月 26 日（火）15:00 ～ 16:00

場　所：FONAM

参加者：

　〈相手側〉

FONAM：Mr. Alberto Gonzales Zuniga、Mr.Willy Alarcon Salas、Mr. Lorenzo Eguren Ciurlizza

CTLC：Ing. Jose Chanamé Zapata

　〈日本側〉

調査団：柴田団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

・1997 年に国会で承認され、設立した機関である。

　CONAM と同じ、首相直属の組織である。

・地球温暖化問題を踏まえて、３つのテーマに分けて活動している。

①　エネルギー

②　交　通

③　森　林

・地球環境ファシリティ（Global Environment Facility：GEF）から世界銀行を通じて、リマ－

カヤオの自転車利用促進及びバスの老朽化に対して 800 万ドルの支援を受けている。

・来年、リマ市と共同で環境保全地域（湿地帯）において自転車サーキットを整備する予定で

ある。

以　上
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打合せ記録（カヤオ市都市交通局：DGTU）

日　時：2003 年８月 27 日（水）10:00 ～ 12:00

場　所：DGTU

参加者：

　〈相手側〉

DGTU：Dr. Jorge Fernando Villarreal Ruiz

　〈日本側〉

調査団：山崎団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．組織について

　リマ市のDMTUと適用法が異なり、カヤオはDGTUのみである。主に公共交通のマネージメ

ントを行うことと、プロジェクトの発掘・提案を行っている。市条例により交通規制が徹底され

ており、警察と協力し交通管理を実施する。違反罰金徴収は警察側が行う。市職員はユニフォー

ムを着用し、交通規制任務従事中であることを明示している。

２．公共交通路線

　把握している路線数は233ルート、そのうち196ルートが許可されたもので、残りは無許可の

ルートである。運行サービスは車両タイプ、ルート形態により許可を出しているが、全体の70％

がバンタイプの車両で占められる。法律上は標準型のバスが許可条件であったが、中古車輸入の

急増で事実上、カミオンタイプの車両が既成事実化してきている。

　違反事実に対する法的規制強化は、社会問題化のおそれがあるため手が出せない状況にある。

本来の規定では車両を所有することが路線許可条件であったが、自身では車両を所有せず路線許

可のみをもち、これを車両をもつ小口業者にリースする事業形態が日常化してきている（路線利

権の卸売り－小売の関係）。この弊害は運行の無秩序化、不安定なドライバーの処遇（賃金が売

上歩合制となっている）などの現象に現れてきている。

３．トラック運行規制

　トラック運行規制は時間帯、運行ルートに対して実施している。重量規制も行われている。

　最も問題となっているのは鉱山関係貨物輸送である（北部、南部の鉱山関係のトラック輸送）。
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４．プロジェクト

　空港道路フォーセットプロジェクトはRegion 資金で実施されている（Region には空港、港湾

関係の収入が入る）。

　カヤオにおけるプロジェクト実施主体は、FINBER（Fond de Municipalidad de Inversioness）で

ある。

以　上
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打合せ記録（国家気象学・水文学研究所：SENAMI）

日　時：2003 年８月 28 日（木）9:30 ～ 10:30

場　所：SENAMI

参加者：

　〈相手側〉

SENAMI：Mr. Wilar Gamarra Molina

CTLC：Ing. Jose Chanamé Zapata

　〈日本側〉

調査団：柴田団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

・SENAMI の会議室において、スライドで当研究所の概要説明を受ける。

以　上
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打合せ記録（リマ市有料道路公社：EMAPE）

日　時：2003 年８月 28 日（木）10:00 ～ 12:00

場　所：EMAPE

参加者：

　〈相手側〉

EMAPE：Sr. Carlos Bustamante Jara（Gerente General）　ほか４名

CTLC：Harry Max Leon Cano

　〈日本側〉

調査団：山崎団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．組織について

　リマ市の範囲で国道（Panamericana Sur、Via Devitamento、Panamericana Norte）のメンテナ

ンスを行う。MTCが全国を対象とするのに対し、リマ市の範囲で北部はアンコンまで、南部はプ

クサーナまでとなる。Empresaの名のとおり、企業を名乗っているが資本の全額をリマ市が所有

し、運営のみを一般企業方式で行う特殊法人である。経営的にはリマ市から独立した事業体であ

る。

　組織の運営財源は、料金所の料金収入（リマ市内に３か所設置）が基本であり、一部をリマ市

に納付後、残りで道路維持費を主体とする事業費にあてている。

　リマ市からの委託工事を受注し、道路改良事業も行っている。

２．関係機関との役割分担

　以前はリマ市に属す関係機関が個別に事業を実施していたが、徐々に工事に関する担当を調整

していく動きもみられる。各機関の基本的な役割は、DMTU＝法律、規制関係を中心とする。IMP

＝計画面を中心とする。INVERMET＝建設財源の管理を所管する。EMAPE＝建設工事が中心で

ある。

３．一般道路維持業務

　各Distorito内の道路（街路）は、各区役所が中心に実施するが、区を相互に連絡する幹線道路

は EMAPEが実施している。
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４．道路交通データ

　交通調査企画のための参考データとして、EMAPEで把握している国道区間の年間道路交通量、

月別日平均交通量の変動パターンの提供を依頼したが、明確な回答はなかった。ただし、2002年

の通過台数（往復）は 3,000 万台とのことである。

５．本格調査時の協力依頼

　本格調査におけるF／S検討時には現地工事単価データ収集での協力を打診したところ、協力

する用意があるとのことであった。

以　上
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打合せ記録（文化庁：INC）

日　時：2003 年８月 28 日（木）15:00 ～ 16:00

場　所：INC

参加者：

　〈相手側〉

INC：Arq. Gabriela Silva、Lic. Lida Casas

　〈日本側〉

調査団：柴田団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

・文部省の直属の組織であり、国の遺産を保存することを目的に活動している。

・Ley No.24047（文化遺産保護法）で国の遺産について説明している。

・本調査でのM／S・F／Sの策定においては、考古学評価の証明書が必要になるため、ペルー

側あるいは日本側のどちらでもよいが、考古学者を調査団の一員に加える必要があること、

さらに「修復」について検討できる建築家が調査団に入っていることが望ましい。

・遺跡は 100％登録されていない状況で、重要な遺産は登録されている。その位置図はなく、

リスト表で管理している。

・リマ市にはチョリージョス地区（湿地帯）に環境保全地域が指定されている。リマク川につ

いては、その沿線地域を含めて景観保存地域として検討することが必要な河川である。

以　上
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打合せ記録（国家警察管区：JIPOL）

日　時：2003 年９月１日（月）10:00 ～ 11:30

場　所：Policia Nacional del Perú (Jefatura de Politicia de Transito)

参加者：

　〈相手側〉

Cor. Mauro Medina Guimaraes、Jorge Donayre Nuney

　〈日本側〉

調査団：山崎団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．組織について

　リマ管区警察はリマ市のみを対象とした交通警察活動を担当する。交通規制には①MTC、②リ

マ市、③警察がかかわっているが、警察は①、②で決定した各種の交通規制を現場で執行する権

限がある。国道及び地方についてはMTCの権限となっている。モータータクシーに関する規制

は区役所で行っている。

　交通法規としては、全国に共通する規正法があるほか、各自治体で決めた交通条例が適用され、

その執行管理が警察の任務である。

　なお、信号設置と道路の維持管理業務は、リマ市の役割となっている。

　現在、総数 2,250 名の警察官がおり、地域ごとに４管区（中央、北、南、東）と Fenix と呼ば

れる交通警ら隊で構成されるが、予算不足による警察官の不足が課題となっている。

２．交通管理

　市内の全交差点は8,000か所に及ぶが、そのうち信号機が設置される箇所は120か所足らずで

あり、残りの箇所は警察官による交通整理が基本となっている。業務量に比して人手不足が恒常

化している。最近は交通巡査の95％を女性警官が占めているが、現場における職務上の事故が急

増し問題となっている。ただし、違反切符の発行などの面では、賄賂で執行を手加減する悪しき

習慣が従来よりは減ってきている感がある。

　道路インフラの劣悪さ、駐車場の問題など改善すべき課題は多いが、なかでも最大の問題はド

ライバー、歩行者を問わず交通ルール遵守に対する意識が欠如している点であり、学校などを中

心に交通セミナーを実施してきているが、更に強化していく必要がある。

　また、違反した場合の罰則が司法段階で手加減され、悪質な違反を野放しにしている可能性が

あるので、罰則を強化していくことも重要と考えている。
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３．交通事故

　昨年のリマ市における交通事故発生件数は900件で、一昨年に比べ100件減少し事故防止の効

果が上がってきている。今年は今日現在で事故463件、死亡者数498人で昨年よりは減少傾向に

ある。

　事故記録はすべてデータベース化されており、車両登録、自動車免許記録の検索が可能なシス

テムを導入済みである。最近はセルラーとインターネットを接続し、データベース検索を現場に

いながらにできるよう改良したが、市内全部でも100台分しかないため、活用できていない状況

である。これも予算不足が最大原因となっている。

以　上
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打合せ記録（SETAME-DMTU）

日　時：2003 年９月２日（火）10:00 ～ 12:00

場　所：Direccion General de Transporte

参加者：

　〈相手側〉

Sr. Guillermo Gonzales Criollo

　〈日本側〉

 調査団：山崎団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．タクシーの種類

　リマ市における認可タクシーには３種あり、①個人タクシー（Yellow Cab）、②法人タクシー、

③ハイヤーである。

①　個人タクシーは、黄色い車体のタクシーで個人が運営するものであり、タクシーの表示を

車体上に設置し横にはナンバープレート表示が義務づけられる。車齢は 20 年以内を条件と

し、毎年免許延長更新するため、車検が必要となる。

　車両登録に要する費用は、160 ソル（登録料）＋ 20 ソル（許可料）＋ 15 ソル（車検）＋

２ソル（手続き料）＝ 197 ソルである。

　同時に運転手の証明も必要であり、50 ソル（証明書）＋２ソル（手続き）の費用で交付。

資格要件には運転免許（A-1）、身分証明書、宣誓書があり、審査にあたって運転に関する前

歴調査、運転心理に関する検査を行っている。

　最近は車両をもたないで運転資格だけを取得するドライバーも多い。彼らは車両をリース

してタクシー営業を行っている。その他、保険加入のチェックや車両保安検査も実施されて

いる。

　タクシー登録のインセンティブとして、市内の公益施設などの付近に100か所のタクシー

スタンドを設置し、Yellow Cab に専用を認めている。同施設は当然、白タクは利用できな

い。

　原則としてタクシー免許枠はなく、完全自由競争であるが、最近は個人営業のグループ化

を促進している。

②　法人タクシーについては、一定数以上の車両数、車庫設置が免許上の条件となっている。

基本として無線、電話により利用する。①と同様にタクシー表示、ステッカー、ドライバー

身分証明などを設置し、営業する。個人タクシーよりは高めの料金が取られる。税務登録番
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号をもち、領収書の発行が可能である。

２．白タク

　インフォーマルなタクシーは登録分と同数は存在すると考えられ、正規事業者の収益を圧迫し

ている。

　経済低迷の状況では、手っ取り早く収入を得る道として、潜りタクシーの営業が増加している。

当局ではタクシー登録を呼びかけているが、一時的なものが多く改善される傾向は少ない。

３．その他

・最近は、運転手登録許可を取得する人が増加（失業増加の影響）

・運賃は原則フリーで自由競争化。タクシーメーターについては以前検討した時期もあった

が、メーター無視営業などの横行で実効性を失ったため、今は取りやめている。

・タクシー実車率データはないが、Yellow Cabはタクシーステーションから出る例が多く、空

車距離は短いはずである。

・最近は女性運転手の例も増加している。

・Yellow Cab は警察取り締まりの面でも優遇されており、インセンティブとなっている。

４．バス再編成の現場

　会議後、バスルート再編成検討チームの現場を視察した。若手技術者10名程度で、主に郊外部

を中心とするバスルート再編について作業していた。

　バス再編成の基本方針としては、地元からの要望＋バス事業者からの希望に基づき、相互の利

益を調整する形で進めている。

　最近は、ワロチリ郡の許可業者のリマ市内運行による混乱の解決が主たる課題であるが、両行

政間での意見調整が進んでおり、解決の見通しを得ている。

以　上
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打合せ記録（ペルー統計情報研究所：INEI）

日　時：2003 年９月３日（水）12:00 ～ 14:00

場　所：INEI

参加者：

　〈相手側〉

Prof. Pedro Millares Elías

Ing. Hector Saavedra

　〈日本側〉

調査団：山崎団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．プレ・センサス 1999 概要

　センサスのための統計区地図情報は、市街地拡大に伴い随時更新作業を行っている。プレ・セ

ンサス作業ではマンサーナ（区画）別の建物、人口を調査しており、2000年分までは区画、建物、

人口、用途に関する情報が得られている。来年には 2003 年分までの調査内容が反映できると思

う。

　プレ・センサスでの調査項目、内容は図－１のとおりである。

　かつて AATE が交通調査を行った際にも、同様の情報提供を打診された経緯があり、必要な

データについても理解しているので、JICA調査にも協力できると思う。

２．センサス結果概要

　平均的な世帯人員は５人と考えられる。

　リマ首都圏の総人口については、800万人といった数字が一般に考えられているが、1,200万人

という数字の可能性も否定できない。

　プレ・センサスの完全集計はできていなので、確定的な言い方はできない。しかし戸別調査の

際に不在戸数に平均世帯人員を乗じ加算すると、この程度の数字がはじき出される。

３．統計区データ

　統計区は、①統計区ゾーン→②マンサーナ（区画）の階層構造であり、およそ１つのゾーンが

60個程度のマンサーナで構成されている。

　調査した統計区の地図情報は公開されている。デジタル化されており、CD-Rでの提供もされ

ている（リマ首都圏すべてで 2,000 米ドル程度の額）。





－ 121 －

打合せ記録（Cuanto S.A.）

日　時：2003 年９月５日（金）16:00 ～ 17:00

場　所：CTLC

参加者：

　〈相手側〉

Ing. Mr. Carlos Klujer Castillo、Harry Max Leon Cano

　〈日本側〉

調査団：山崎団員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内容：

１．Cuanto S.A. による検討内容

　Cuanto S.A.は 1997年に「北部環状道路の需要予測分析に対するアンケート、交通集計作業１」

を担当した。Mr. Carlos は、そのうちのアンケート分析を担当した。

　調査背景として、当時は町長、市長、区長の選挙が予定されており、時のフジモリ政権の要請

にも応えるため北部の人口急増地域の状況を把握する必要に迫られていた。

　調査の財源は外国からの資金に基づいたものである。需要に基づき次のステップとして環状道

路計画が行われる予定があった。

　調査対象地域はSan Juan de Lurigancho 地区であり、アンケート調査はバス停留所（Paradore）

で通勤者、学生を対象に実施された。バス停と家庭訪問調査を同時に実施した理由は、前者の調

査ではバス・サービスの状況とその問題点の把握、後者の調査では将来の自家用車利用の可能性

を仮想質問調査（SP）の手法で把握することが目的であった。当該地区では、交通手段選択は基

本的に公共交通のみに限定され、個人交通手段の調査は仮定の問題として検討された。

２．交通調査実施上の留意点

　Lurigancho 地区のような郊外人口急増地区に関しては、住民は朝早く出勤する傾向があり、午

前7:30では遅い。調査を確実に行うためには土曜日、又は連休の時期をとらえるのが望ましい。

　土地の利用形態に注意を払う必要がある。外見上は一般住宅であっても、中では工場設備を

もった例もあり、きちんとした調査を行う必要がある。

　また、１戸の住宅であってもマルチ・ファミリー形態で居住する例も多く、世帯数把握には注

意が必要である。特にマルチ・ファミリーの家族は通勤の目的地が複数ある場合が多いので、調

査票設計には留意すべきである。

以　上
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